
  開催日時 令和２年１１月２６日（木） 10:30～11:00

  開催場所 議場
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  開　　会

　あいさつ 町長（内容省略）

　協議事項

《質疑等》 特になし

　３．学校への「携帯持ち込み」について

すべきとされている文科省通知を踏襲することとされている旨説明。

　本町の教育委員会及び小清水中学校としても、同じく原則禁止を前提とし、やむを得な

「小清水町総合教育会議」(要点筆記)
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ととされた旨報告がなされ、その中では学校への児童の携帯電話の持ち込みは原則禁止と

　１．いじめ等問題行動防止対策委員会について（報告）

【生涯学習課長】

　北海道教育委員会において、基本的な指導方針「携帯電話の取扱及び情報モラル教育の

　令和２年８月２７日開催（別添資料により、第1回委員会の開催状況について説明。）

【生涯学習課長】

　令和２年１１月１１日開催（別添資料により、第1回協議会の開催状況について説明。）

《質疑等》　特になし

　２．学校運営協議会について（報告）

【生涯学習課長】

推進等について」を定め、学校への携帯電話に関する指導方針や校則等の見直しを行うこ



こととし、現段階では本町において基本的な指導方針は策定しない考えを説明。

《結果》 現段階での基本的な指導方針は策定しないことを了承。

　４．その他

　コロナ禍により令和２年度中に中止又は縮小となった社会教育関連事業について、別紙

資料に基づき報告。

　　→　６割程度の所有率であり、近年ではネットトラブルが増加している。家庭での利

　　　用方法などの指導が必要である。

【生涯学習課長】

《質疑等》

い理由により持ち込みを認めざるを得ない事由が生じた場合に基本的な指導方針を定める

　・中学校の携帯所有率は？


